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岐阜市住民自治基本条例 

平成19年３ 月30日 

条例第11 号 

改正 平成31年３ 月27日条例第20 号 

目次 

前文 

第１ 章 総則（ 第１ 条―第３ 条）  

第２ 章 住民自治の基本理念（ 第４ 条・ 第５ 条）  

第３ 章 市民の権利及び役割（ 第６ 条・ 第７ 条）  

第４ 章 市の責務（ 第８ 条・ 第９ 条）  

第５ 章 住民自治の市政運営（ 第10条―第17条）  

第６ 章 雑則（ 第18条）  

附則 

日本のほぼ真ん中に位置し 、 古来、 美濃を 制する も のは天下を 制する と 称さ れた要衝の

地、 岐阜。 歴史と 文化が息づき 、 長良川や金華山などの豊かな自然に恵まれた私たち のま

ち は、 先人のたゆまぬ努力によ っ て、 県都と し ての都市機能を 培っ てき まし た。  

私たち は、 こ こ に集い、 生まれ、 育ち、 暮ら し 、 学び、 働き 、 命を 育んでいます。  

こ のまち で人生を 織り 成す私たち 一人ひと り が、 まち に歴史を 刻む主役です。 先人から

受け継いだまち を 守り 、 育て、 地域力を 高め、 誰も が安心し て暮ら すこ と のでき る 住み良

いまち にし て、 次の世代へと 引き 継いでいかなく てはなり ません。  

そのためには、私たち 市民自ら が、まちづく り の主権者と し て、と も に力を 合わせていく

こ と が重要です。 こ こ に住民自治の原点があり ます。  

私たち は、 人と 人のふれあいと 多様な個性に満ち た地域を 大切にする と と も に、 市政に

参画し 、 あるいは市民活動を 通じ て、 協働のまち づく り を 進めます。  

一人ひと り の人権が尊重さ れ、 誰も が郷土への誇り を 胸に抱き 、 よ り 良い公共を みんな

で育て上げる 住民自治が保障さ れた社会を 実現し 、 も っ て市民の福祉の向上と 持続可能な

まち を 築く ため、 私たち は今、 こ こ に岐阜市住民自治基本条例を 制定し ます。  
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第１ 章 総則 

（ 目的）  

第１ 条 こ の条例は、 本市における 住民自治の基本理念を 明ら かにする と と も に、 住民自

治に係る 市民の権利及び役割、 市の責務並びに市政運営の原則及び市民参画の制度を 定

める こ と によ り 、 自治の進展を 図り 、 も っ て個性豊かで活力に満ち た自立する 都市を 実

現する こ と を 目的と する 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の条例において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める

と こ ろ によ る 。  

(1 )  市民 市内に居住し 、 通学し 、 又は通勤する 個人及び市内において事業又は活動を

行う 個人又は法人その他の団体を いう 。  

( 2 )  市 市議会及び執行機関を いう 。  

( 3 )  まち づく り  市民生活に係る 様々な分野において、 地域等を より 良いも のと するた

めの取組を いう 。  

( 4 )  市政 市が行う まち づく り を いう 。  

( 5 )  参画 まち づく り の方針及び企画の立案から 実施を 経て評価に至る までの過程に

主体的に参加する こ と を いう 。  

( 6 )  協働 地域又は社会の課題の解決を 図るため、 市民が相互に、 又は市民と 市がと も

に、 お互いの立場を 尊重し 、 それぞれの特性を 生かし 、協力し て取り 組むこ と を いう 。  

( 7 )  住民自治 市民自ら が参画し 、 協働し 、 まち づく り を 主体的に進める こ と を いう 。 

( 8 )  公共 公園、 道路等の公共空間及び環境、 福祉等に関する 公益事業等を いう 。  

（ 条例の位置付け）  

第３ 条 こ の条例は、まち づく り の基本と なる住民自治について定める も のであり 、市は、

他の条例、 規則等の制定又は改廃については、 こ の条例の趣旨に基づいて行う も のと す

る 。  

２  こ の条例は、 地方自治の本旨にのっ と り 、 適切に運用さ れなければなら ない。  

 

第２ 章 住民自治の基本理念 

（ 基本理念）  

第４ 条 市民は、 まちづく り の主権者である。  

（ 基本原則）  
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第５ 条 市民及び市は、 次に掲げる 事項を 基本と し てまち づく り を 進める も のと する 。  

(1 )  市民の自発的な市政への参画及び主体的な活動によ るこ と 。  

( 2 )  役割分担及び協働によ る こ と 。  

( 3 )  情報を 共有するこ と 。  

( 4 )  人と 人のつながり を 大切にし 、 相互理解及び信頼関係によ るこ と 。  

( 5 )  地域の特性を 生かすこ と 。  

( 6 )  広く 交流を 深め、 情報交換を 図り 、 得ら れた知識及び意見を 生かすこ と 。  

 

第３ 章 市民の権利及び役割 

（ 市民の権利及び役割）  

第６ 条 市民は、 市政に関し て知る 権利を 有する と と も に、 広く まち づく り に参画する 権

利を 有する 。  

２  市民は、 自ら まちづく り に関し て学ぶ権利を 有する 。  

３  市民は、 まち づく り に当たっ ては、 互いの権利を 尊重し 、 住民自治に寄与する も のと

する。  

（ コ ミ ュ ニティ ）  

第７ 条 自治会等一定の地域を 基盤と し て形成さ れる コ ミ ュ ニティ 並びにNPO法人（ 特定

非営利活動促進法（ 平成10年法律第７ 号） 第２ 条第２ 項に規定する 特定非営利活動法人

を いう 。 以下同じ 。） 及びボラ ン ティ ア団体等特定の目的等を 遂行する ために組織さ れた

コ ミ ュ ニティ は、 自主性及び自立性の下に地域性、 専門性、 機動性等の特性を 生かし 、 住

民自治に寄与する も のと する 。  

２  コ ミ ュ ニティ は、 その活動内容等を 明ら かにし 、 市民の理解及び協力が得ら れる よ う

努めるも のと する 。  

３  市民は、 コ ミ ュ ニティ に対する 理解を 深め、 互いに協働し てまち づく り の推進に努め

る も のと する 。  

４  自治会は、 相互扶助の精神に基づき 、 地域住民相互の結び付き を 深め、 地域住民の福

祉の向上を 図るこ と によ り 、 豊かで住みよ い地域社会の実現に努める も のと する 。  

５  地域住民は、 自治会への加入及び自治会の活動への参加に努めるも のと する 。  

６  NPO法人及びボラ ン ティ ア団体等特定の目的等を 遂行する ために組織さ れたコ ミ ュ ニ

ティ （ 次項において「 NPO法人等」 と いう 。） は、 その専門性を 生かし た活動によ り 、 豊

かで魅力ある 社会の形成に努めるも のと する。  
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７  まち づく り 協議会（ 自治会、 地域の各種団体、 NPO法人等、 個人その他の地域の関係

者によ っ て構成さ れる組織を いう 。 以下同じ 。） は、 地域住民が主体と なり 地域のまちづ

く り を 展開する ため、 地域の将来像を 描き 、 地域における 課題等について協議し 、 解決

し 、 及び地域の特性を 生かし たまち づく り を 推進する こ と に努めるも のと する 。  

 

第４ 章 市の責務 

（ 市長等の責務）  

第８ 条 市長及び他の執行機関（ 以下「 市長等」 と いう 。） は、 次に掲げる事項を 基本と し

て、 住民自治を 充実し なければなら ない。  

( 1 )  組織の横断的な連携を 図り 、 総合行政の推進を 図る こ と 。  

( 2 )  政策の立案から 実施を 経て評価に至るまでの過程について、 透明性を 高める と と も

に市民に分かり やすく 説明する 責任を 果たすこ と 。  

( 3 )  市民参画の制度の整備に努める と と も に、 その周知に努める こ と 。  

( 4 )  市民にまち づく り に関する 意識の啓発を 行う と と も に、 生涯学習の機会の充実に努

める こ と 。  

( 5 )  効果的かつ効率的なまち づく り を 進める と と も に、 よ り 良い公共を 創出する ため、

市民と の協働に努めるこ と 。  

( 6 )  市政に参画し ないこ と を 理由に、 当該市民に不利益な扱いを し ないこ と 。  

( 7 )  前各号に掲げる も ののほか、 協働のまちづく り を 推進する環境の整備に努めるこ と 。 

２  市が出資その他の財政上の援助等を 行う 法人であっ て規則で定める も のは、 まち づく

り に関し 前項に規定する 趣旨に沿い活動するよ う 努める も のと する。  

（ 市議会の責務）  

第９ 条 市議会は、 市政の審議及び議決機関と し て、 市民の意思を 代表し 、 住民自治の実

現に寄与する も のと する 。  

２  市議会は、 市民の意見を まち づく り に反映さ せる よ う 努めなければなら ない。  

３  市議会は、 市政に対し て監視機能、 政策立案機能等を 発揮し 、 住民自治の充実に努め

なければなら ない。  
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第５ 章 住民自治の市政運営 

（ 基本原則）  

第10条 市政は、 住民自治の基本理念にのっ と り 、 市民の厳粛な信託のも と に、 運営さ れ

る も のと する 。  

（ 市民投票）  

第11条 市長は、 市政の特に重要な事項について、 広く 市民の総意を 把握する ため、 市民

投票を 実施するこ と ができ る 。  

２  市民投票は、 それぞれの事案に応じ 、 市議会の議決を 経て制定さ れた条例の定める と

こ ろ によ り 、 こ れを 実施する 。  

３  前項に規定する条例は、 投票に付すべき 事項、 投票の手続、 投票の資格要件、 投票の成

立要件その他市民投票の実施に関し 必要な事項を 定める も のと する。  

４  市民及び市は、 前３ 項の規定によ り 市民投票を 実施し た場合は、 その結果を 尊重する

も のと する 。  

（ パブリ ッ ク コ メ ン ト 手続）  

第12条 市長等は、 市政の基本的かつ重要な政策の決定に当たり 、 その案の趣旨、 内容等

を 公表し 、 原則と し て広く 市民等から 意見を 求める パブリ ッ ク コ メ ン ト 手続を 実施する

も のと する 。  

２  市長等は、前項の規定により 提出さ れた意見を 考慮し 、政策の検討を 行う も のと する 。  

３  市長等は、 提出さ れた意見の概要及び政策に係る 意思決定の内容を 公表する も のと す

る 。  

（ 審議会等の運営）  

第13条 市長等は、 審議会等（ 地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第138条の４ 第３ 項に

規定する 附属機関その他こ れに類するも のを いう 。） の委員を 選任する 場合は、 適正な委

員構成に努める と と も に、 原則と し てその一部には市民から の公募によ る 委員を 選任す

る も のと する 。  

（ 協働で担う より 良い公共）  

第14条 市長等は、 公益事業等の充実を 図るため、 市民と 市の協働に努める も のと する 。  

２  市長等は、 よ り 快適な公共空間を 創出する ため、 市民と 市の協働によ る 公共空間の管

理等の推進に努める も のと する。  

３  市長等は、 前２ 項に規定する も ののほか、 多様な主体が協働し てよ り 良い公共を 担う

ための環境の整備に努める も のと する。  
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（ コ ミ ュ ニティ と の協働）  

第15条 市長等は、 コ ミ ュ ニティ の活動を 尊重する と と も に、 よ り 活力と 魅力及び自治の

精神にあふれる コ ミ ュ ニティ の形成に向けて、 コ ミ ュ ニティ 相互の協働、 交流及び連携

の促進に努めるも のと する 。  

２  市長等は、 自治会の重要性を 認識し 、 地域住民の自治会への加入及び自治会の活動へ

の参加がし やすい環境づく り 等必要に応じ て支援を 行う も のと する。  

３  市長等は、 まち づく り 協議会が主体的に地域のまち づく り を 行う ための仕組みづく り

を 進める と と も に、 まち づく り 協議会がその機能を 強化し 、 及びその機能を よ り 発揮で

き る よ う 支援を行う も のと する 。  

（ 中間支援機能）  

第16条 市長等は、 コ ミ ュ ニティ 相互を はじ めと する市民と 市民及び市民と 市の協働を 促

進する ため、 相互を つなぐ 中間支援機能の充実に努める も のと する。  

（ 住民自治推進審議会）  

第17条 市長は、 住民自治の充実を 図る ため、 住民自治推進審議会（ 以下「 審議会」 と い

う 。） を 設置する。  

２  審議会は、 市長の諮問に応じ 、 協働のまち づく り の推進に関する 重要事項について審

議し 、 市長に答申するも のと する 。  

３  審議会は、 前項に規定する も ののほか、 協働のまち づく り の推進に関する 重要事項に

ついて審議し 、 市長に提言する こ と ができ るも のと する 。  

４  市長は、 こ の条例の見直し に当たっ ては、 審議会に諮問し なければなら ない。  

５  前各項に規定する も ののほか、 審議会の組織及び運営に関し 必要な事項は、 規則で定

める 。  
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第６ 章 雑則 

（ 委任）  

第18条 こ の条例の施行に関し 必要な事項は、 規則で定める。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成19年４ 月１ 日から 施行する 。  

（ 非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する 条例の一部改正）  

２  非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する 条例（ 昭和59年岐阜市条例第11号）

の一部を 次のよう に改正する 。  

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を 加える。  

改  正  後 改  正  前 

 別表（ 第2条、 第5条関係）  

区   分 報   酬 
費用 
弁償 

（ 略）  （ 略）  

（ 略）  

国土利用計画
審議会委員 

日額 
9 , 200  

住民自治推進
審議会委員 

日額 
9 , 200  

（ 略）  （ 略）  

（ 略）  （ 略）  （ 略）  
 

 別表（ 第2条、 第5条関係）  

区   分 報   酬 
費用 
弁償 

（ 略）  （ 略）  

（ 略）  
国土利用計画
審議会委員 

日額 
9 , 200  

（ 略）  （ 略）  

（ 略）  （ 略）  （ 略）  
 

 

附 則（ 平成31年条例第20号）  

こ の条例は、 平成31年４ 月１ 日から 施行する。  
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岐阜市市民と の協働推進本部要綱 

平成1 9 年 4 月2 5 日決裁 

平成2 0 年 6 月 9 日決裁 

平成2 1 年 4 月 1 日決裁 

平成2 1 年1 2 月 1 日決裁 

平成2 2 年 4 月 1 日決裁 

平成2 3 年 4 月 1 日決裁 

平成2 5 年 4 月 1 日決裁 

平成2 6 年 4 月 1 日決裁 

平成2 7 年 5 月 1 日決裁 

平成2 7 年 7 月1 5 日決裁 

平成2 8 年 3 月2 5 日決裁 

平成3 1 年 3 月2 2 日決裁 

（ 設置）  

第１ 条 岐阜市住民自治基本条例（ 平成19年岐阜市条例第11号。 以下「 条例」 と いう 。） に

基づき 、 市民と の協働の推進を 図る ため、 岐阜市市民と の協働推進本部（ 以下「 本部」 と

いう 。） を 設置する 。  

（ 所掌事務）  

第２ 条 本部の所掌事務は、 次のと おり と する 。  

(1 )  協働のまち づく り 推進計画に関する こ と 。  

( 2 )  市民と の協働のまち づく り の推進に関する こ と 。  

( 3 )  多文化共生社会実現への施策推進及び多文化共生推進基本計画に関する こ と 。  

( 4 )  前3号に掲げる も ののほか、 条例の運用に関する こ と 。  

（ 組織等）  

第3条 本部は、 本部長、 副本部長及び本部員を も っ て組織する 。  

2  本部長は市長を 、副本部長は市民参画部に関する 事務を 担当する副市長を も っ て充てる 。 

3  本部員は別表第1に掲げる 職にある者を も っ て充てる。  

4  本部長は、 本部を 総理する 。  

5  副本部長は、 本部長を 補佐し 、 本部長に事故ある と き 又は本部長が欠けたと き は、 その

職務を 代理する。  

（ 会議）  

第4条 本部の会議は、 本部長が必要に応じ て招集し 、 その議長と なる 。  

2  本部長は、 必要に応じ て、 副本部長及び本部員以外の者に会議への出席を 求める こ と が

でき る 。  
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（ 幹事会）  

第5条 本部の所掌事務の調査検討に従事するため、 本部に幹事会を 置き 、 幹事長、 副幹事

長及び幹事を も っ て組織する 。  

2  幹事長は市民参画部次長を 、副幹事長は市民活動交流セン タ ー所長及び国際課長を も っ

て充てる 。  

3  幹事会は、 幹事長が招集し 、 主宰する 。  

4  幹事は、 別表第2に掲げる 職にある者を も っ て充てる。  

5  幹事長は、 本部の所掌事務に関し 専門的な調査研究のため必要と 認める と き は、 幹事会

に作業部会を 置く こ と ができ る 。  

6  作業部会の組織及び運営に関し 必要な事項は、 幹事長が別に定める 。  

（ 事務局等）  

第6条 本部の事務局は、 市民参画部市民参画政策課に置く 。 ただし 、 次の各号に掲げる事

務は、 当該各号に定める 課において処理する。  

 ( 1 )  第2条第2号に関する 事務 市民参画部市民活動交流セン タ ー 

 ( 2 )  第2条第3号に関する 事務 市民参画部国際課 

（ その他）  

第7条 こ の要綱に定める も ののほか、 本部の運営に関し 必要な事項は、 本部長が別に定め

る 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成19年4月25日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成20年6月9日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成21年4月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成21年12月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成22年4月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成23年4月1日から 施行する 。  

附 則 
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こ の要綱は、 平成25年4月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成26年4月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成27年5月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成27年7月18日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成28年4月1日から 施行する 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成31年4月1日から 施行する 。  
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別表第1（ 第3条関係）  

副市長（ 副本部長と なる 副市長を 除く 。）  教育長 市長公室長 広報参与 企画部

長 財政部長 行政部長 工事検査室長 商工観光部長 農林部長 市民生活部長 

福祉部長 子ど も 未来部長 健康部長 市民病院長 市民病院事務局長 環境部長 

都市防災部長 消防長 まち づく り 推進部長  都市建設部長 基盤整備部長 上

下水道事業部長 市民参画部長 市民協働参与 薬科大学長 薬科大学事務局長 

女子短期大学長 女子短期大学事務局長 教育委員会事務局長 会計管理者 議会

事務局長 監査委員事務局長 

上記に掲げる も ののほか、 市長が指名する 者 

 

別表第2（ 第5条関係）  

 

  

市長公室秘書課長 企画部総合政策課長 財政部財政課長 財政部税制課長 行政

部行政課長 工事検査室長が指定する者 商工観光部商工観光政策課長 農林部農

林政策課長 市民生活部市民生活政策課長 福祉部福祉政策課長 子ども 未来部子

ども 政策課長 健康部健康政策課長 市民病院事務局病院政策課長 環境部環境政

策課長 都市防災部都市防災政策課長 消防本部消防総務課長 まち づく り 推進部

まち づく り 推進政策課長 都市建設部都市建設政策課長 基盤整備部基盤整備政策

課長 上下水道事業部上下水道事業政策課長 市民参画部市民参画政策課長 薬科

大学事務局庶務会計課長 女子短期大学事務局総務管理課長 教育委員会事務局教

育政策課長 会計課長 議会事務局議会総務課長 選挙管理委員会事務局長 監査

委員事務局監査課長 農業委員会事務局長 
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岐阜市外国人市民会議設置要綱 

決裁 平成21 年 8 月 3 日 

改正 平成24 年 8 月 8 日 

改正  平成25 年 7 月 1 日 

改正 平成29 年 1 月25日 

（ 設置）  

第1条 外国人市民（ 岐阜市多文化共生推進基本計画（ 平成27年3月岐阜市策定） に定める

外国人市民を いう 。 以下同じ 。） の市政への参画を 推進し 、 誰も が住みやすいまち づく り

を 進めるため、外国人市民から 意見を 聴取し 、市政に反映さ せると と も に、多文化共生社

会の推進に寄与する こ と を 目的と し て岐阜市外国人市民会議（ 以下「 会議」 と いう 。） を

設置する。  

（ 所掌事務）  

第2条 会議は、 次に掲げる 事項について協議する も のと する。  

(1 )  外国人市民に係る施策に関する 事項 

(2 )  外国人市民と 日本人市民と の交流及び共生に関する 事項 

( 3 )  前2号に掲げる も ののほか、 前条に規定する 目的を 達成する ために市長が必要と 認

める 事項 

（ 組織）  

第3条 会議は、 委員15人以内で組織する 。  

2  委員は、 住民基本台帳法（ 昭和42年法律第81号） 第30条の45に規定する 外国人住民又

は国籍法（ 昭和25年法律第147号） 第4条第1項の規定によ り 帰化によっ て日本国籍を 取

得し ている者であっ て、 次の各号のいずれにも 該当する も ののう ち から 、 市長が委嘱す

る 。  

( 1 )  委嘱の日において、 本市に居住し 、 通学し 、 若し く は通勤し ている 者又は市内にお

いて事業若し く は活動を 行う 者 

(2 )  前号に掲げる も ののほか、 市長が定める事項を 満たす者 

3  委員のう ち 若干人は、 公募によ り 選考する。 ただし 、 応募がなかっ たと き その他やむを

得ない理由がある と き は、 こ の限り でない。  

（ 任期）  

第4条 委員の任期は、 2年と する 。 ただし 、 委員が欠けた場合における 補欠の委員の任期

は、 前任者の残任期間と する 。  

2  委員は、 再任さ れるこ と ができ る 。  
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（ 委員の責務）  

第5条 委員は、 自ら の国籍の属する国の代表と し てではなく 、 本市の全ての外国人市民の

代表と し て、 職務を 遂行し なければなら ない。  

2 委員は、 職務上知り 得た秘密を 漏ら し てはなら ない。 その職を 退いた後も 、 また同様と

する 。  

（ 会長及び副会長）  

第6条 会議に会長及び副会長1人を 置き 、 委員の互選によ り 定める 。  

2 会長は、 会議を 代表し 、 会務を 総理する 。  

3 副会長は、 会長を 補佐し 、 会長に事故があると き 又は会長が欠けたと き は、 その職務を

代行する 。  

（ 会議）  

第7条 会議は、 会長が招集し 、 その議長と なる 。  

2 議長は、 必要があると 認める と き は、 会議に委員以外の者を 出席さ せ、 その説明又は意

見を 聴く こ と ができ る。  

（ 庶務）  

第8条 会議の庶務は、 市民参画部国際課において処理する。  

（ その他）  

第9条 こ の要綱に定める も ののほか、 必要な事項は、 別に定める 。  

附 則 

こ の要綱は、 平成21年 8月 3日から 施行する。  

  附 則 

こ の要綱は、 平成24年 8月 8日から 施行する。  

  附 則 

こ の要綱は、 平成25年 7月 1日から 施行する。  

附 則 

こ の要綱は、 平成29年 1月25日から 施行する。  
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多文化共生推進リ ーダー設置要領 

決 裁 平成2 7 年６ 月１ 日 

決 裁 平 成 2 8 年 5 月 1 6 日 

決 裁 平 成 3 1 年 3 月 2 9 日 

（ 設置）  

第１ 条 岐阜市の多文化共生推進に関し て、 庁内関係部の連携及び調整を 図り 、 横断的な

検討を 行う 役割を 担う こ と を 目的と し て、 多文化共生推進リ ーダーを 設置する 。  

（ 所掌事務）  

第２ 条 多文化共生推進リ ーダーは次の事務を 所掌する。  

(1 )  部内における多文化共生推進意識の共有化に関する こ と 。  

( 2 )  部内における多文化共生推進に関する 調整及び取り まと めに関する こ と 。  

( 3 )  部内における多文化共生推進事業の支援、 育成及び関係部局と の連携に関する こ と 。 

( 4 )  前３ 号に掲げる も ののほか、 本市の多文化共生推進に関する こ と 。  

（ 選任方法）  

第３ 条 多文化共生推進リ ーダーは、 別表に掲げる 課の所属長が所属職員のう ち １ 人を 指

名する 。  

（ 任期）  

第４ 条 多文化共生推進リ ーダーの任期は、選任さ れた年度の年度末までと する。ただし 、

再任を 妨げない。  

２  多文化共生推進リ ーダーがその在任中に人事異動等によ り 現所属部を 離れる 場合は、

前条の選任方法によ り 後任者を 指名する 。  

（ 事務局）  

第５ 条 多文化共生推進リ ーダーに関する 事務を 所管する 事務局は、 市民参画部国際課に

置く 。  

（ 雑則）  

第６ 条 こ の要領に定める も ののほか、 多文化共生推進リ ーダーの業務運営に関し 必要な

事項は、 別に定める 。  

 

   附 則 

 こ の要領は、 平成27年6月1日から 施行する。  

   附 則 
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 こ の要領は、 平成28年5月16日から 施行する。  

   附 則 

 こ の要領は、 平成31年4月1日から 施行する。  

 

別表（ 第３ 条関係）  

 

 

企画部総合政策課 市長公室秘書課 財政部財政課 財政部税制課 行政部行

政課 商工観光部商工観光政策課 農林部農林政策課 市民生活部市民生活政

策課 福祉部福祉政策課 子ども 未来部子ども 政策課 健康部健康政策課 市

民病院事務局病院政策課 環境部環境政策課 都市防災部都市防災政策課 消

防本部消防総務課 まちづく り 推進部まち づく り 推進政策課 都市建設部都市

建設政策課 基盤整備部基盤整備政策課 上下水道事業部上下水道事業政策課 

市民参画部市民参画政策課 薬科大学事務局庶務会計課 女子短期大学事務局

総務管理課 教育委員会事務局教育政策課 
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